
令和 2 年 4 月 10 日 

 

新型コロナウイルス感染拡大予防及び緊急事態宣言発令に伴う対応について 

  

 

平素より当公社業務にご理解とご協力を賜りありがとうございます。  

新型コロナウイルスの感染が愛知県内で急速に拡大している事態を受けて、

愛知県独自の「緊急事態宣言」が発令されました。 

当公社におきましては、お客様、お取引先、職員の安全を優先するため下記の

とおり対応させていただきますので、皆様のご理解とご協力を賜りますようお

願い申し上げます。 

 

記 

 
１．お客様へのお願い 

当公社にご来社いただくお客様及びお取引先の皆様におかれましては、次の

事項について、ご協力をお願いします。 

・お電話やメール、郵送の活用等、ご来社以外の方法での相談・手続等 

・検温を実施していただき３７．５度以上の熱があった場合や、体調に不安 

がある場合のご来社の中止 

・ご来社時のマスク着用 

 

 

２．当公社主催のイベント・会議等 

各種イベント、会議等は延期、中止又は代替手段へ変更します。  

 

 

３．職員等の勤務 

(1)出勤時の検温  

(2)出勤時の手洗い・うがい  

(3)マスク着用の励行  

(4)時差出勤の推奨  

 

  

４．適用期間 

令和２年５月６日(水)まで(予定)  

  

名古屋市住宅供給公社 

                          総務部 総務課 



お問合せ先 
営業時間：午前 8 時 45 分～午後 5 時 15 分（木曜日のみ午後 7 時まで営業） 

休業日：土曜日、日曜日、祝日、12 月 29 日～1 月 3 日 

 

・公社事業全般に関すること 

総務部総務課庶務係： 電話 052-523-3857 

           FAX 052-523-3859 

 

・工事等の入札に関すること 

総務部総務課経理係： 電話 052-523-3942 

FAX 052-523-3859 

 

・市営住宅・定住促進住宅の募集･入居手続きに関すること 

管理部管理課募集係： 電話 052-523-3875 

FAX 052-523-3863 

 

・公社賃貸住宅、店舗・事務所の募集、入居手続きに関すること 

事業部事業課賃貸管理係： 電話 052-523-3879 

                           FAX 052-523-3761 

 

・マンションサポートに関すること 

事業部事業課事業推進係： 電話 052-523-3991 

                           FAX 052-523-3761 



・公社賃貸住宅、市営住宅、定住促進住宅の入居中・退去の各種手続

きに関すること 

 各方面事務所：お問合せ先は以下のとおりです。 

 


